
    

一時金の「勤勉手当」部分に 

「成績率導入」の提案が出される！ 
 

★自治労横浜は限定的な制度とすることを基本に労使交渉に入いる。★ 
  
当局は、職員の勤勉手当に対する「成績率」の導入について、横浜市労連（自治労横浜を中心に市従・
交通・水道・医従・浜高教の市関連６組合で構成）に対して提案しました。昨年度から係長級に対して
も実施されていますが、同様の内容を一般職員にも拡大しようとするものです。自治労横浜は、成績率
に評価者の恣意的な判断を入れさせず、極めて限定的な制度とすることを基本に、労使交渉に入ります。 
 

【当局提案内容】 

 
職員の勤勉手当に対する成績率の導入について 

 
職員の意欲に応えられる人事・給与制度への転換に向け、職員の勤勉手当に成績率を導入したい。 

 
【対象者】 
一般職員（ただし、水道局、交通局、病院経営局及び教員を除く。） 

 
【業務実績の反映方法】 
反映の割合、分布の目安は次のとおりとします。 

＜反映の割合＞ 
Ａ ＋５％  Ｂ ±０％  Ｃ －５％ 

＜分布の目安＞ 
             Ａ  ５％  Ｂ ９０％  Ｃ  ５％ 
【実施時期】 
平成 18 年 12 月期勤勉手当から反映したい。 

 
 

【提案時のやりとり】 
 
当    局： 本日、「職員の勤勉手当に対する成績率の導入について」の提案内容について説明します。 
      職員の意欲に応えられる人事・給与制度への転換に向け、職員の勤勉手当に成績率を導入し 

たい。 
対象者については、一般職員（ただし、水道局、交通局、病院経営局及び教員を除く。） 
実施時期については、平成 18 年 12 月期勤勉手当から反映したい。なお、回答期限は 4月中 
下旬とします。 

市労連書記長： この後、提案内容の詳細については折衝で整理することにしたい。 
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当    局： 折衝で整理することにしたい。 
 
人事部長コメント： ただ今、「職員の勤勉手当に対する成績率の導入について」の提案内容について説明い 

たしました。回答期限は４月中下旬とさせていただきましたが、限られた時間の中ですが、精
力的に話し合ってまいりたいと考えていますのでよろしくお願いします。 

 
【市労連折衝での主なやりとり】 
 
市労連： 本人開示はどうなるのか。 
当 局： 反映の割合をＡ、Ｃとした場合については、本人に説明する必要があると考えています。 
市労連： 不服審査について従前の扱いと変わるのか。 
当 局： 現行の相談窓口で対応したいと考えています。 
市労連： どのくらいの金額差になるのか。 
当 局： 基礎額により異なりますが、ＡとＣの差で見ると年間最大約 8万円程度の差がつく場合がありま 

す。 
市労連： 判定期間はどうなるのか。 
当 局： 業務実績の反映に当っての期間は、６月期勤勉手当 10 月 1 日～3月 31 日 

12 月期勤勉手当  4 月 1 日～9月 30 日 とします。 
 

【参考１】一般職員等の一時金における期末・勤勉手当の割合 
  期末手当 勤勉手当 合 計 

６月一時金 1.35 月 0.725 月 2.075 月 
12 月一時金 1.40 月 0.725 月 2.125 月 
３月一時金 0.25 月 － 0.250 月 
合 計 3.00 月 1.450 月 4.450 月 

 
【参考２】係長以上の勤勉手当への業務実績への反映 
    （１） 評価ランクによる勤勉手当のプラス・マイナス 

評 価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 最大差 
局区長級 +25% +10% +5% +0% -20% -35% 約 100 万円 
部長級 +25% +10% +5% +0% -20% -30% 約 90 万円 
部次長級 － +10% +5% +0% -20% -25% 約 50 万円 
課長級 － +10% +5% +0% -20% -25% 約 50 万円 

 
評 価 Ａ Ｂ Ｃ 最大差 

課長補佐級 +5% +0% -5% 約 15 万円 
係長級 +5% +0% -5% 約 10 万円 

 
  （２） 人数の目安 
   課長級以上 

評価 Ｓ・Ａ Ｂ Ｃ Ｄ・Ｅ 

割合の目安 10% 20% 60% 10% 

 課長補佐級・係長級 

評価 Ａ Ｂ Ｃ 

割合の目安 5% 90% 5% 

【参考３】一般職員の人事考課制度試行 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

割合の目安 5% 20% 60% 10% 5% 
 

 
☆ 自治労横浜に結集して、自分たちの賃金・労働条件を守っていこう！ ☆ 


